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「果樹共済の共済掛金標準率等の算定方式」解説版 付属資料１

【解 説】
果樹共済の共済掛金標準率の算定方式の考え方（案）

【収穫通常標準被害率（ｑ）の算出方法】
下記年産（年度）の共済関係から適用する共済掛金標準率は、次により算定する。 ・共済団体（連合会及び組合等）の共済金支払責任額の上限を示すもの。
（収穫共済）

・なつみかん及び指定かんきつ (１) 不足率の概念 ｑ (収穫通常標準被害率)
２４年産（特定危険方式及び短縮方式にあっては２３年産）に係る共済関係 ＜共済団体の支払責任額の上限＞

・その他の果樹 ・ 「不足率」とは、右図のとお 不足率(= ｑ － ｐ１)
２３年産（特定危険方式及び短縮方式にあっては２２年産）に係る共済関係 り、ｑとｑ以下の被害率の平均 被

（樹体共済） 値(ｐ１）の差で示される部分。
平成２２年度に共済責任期間が開始する共済関係 害

・ これは、仮に、ｑで共済金
（保険金）を支払う場合には、 率 ←ｐ１(ｑ以下の被害率の

第１ 収穫共済 共済団体段階で不足金が生じる 平均値(ｄ１)）
ことから、「不足率」と呼称。

１ 基礎被害率・・・ｄｈ（①） Ａ組合
共済目的の種類ごと、収穫共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区

域ごとに、直近２０年間の実績金額被害率を基礎として、必要に応じ修正を行 (２）算定式
ったものを各年の基礎被害率とする。

・ 不足率の「割合」及び「水準」から次式により算出。

収穫通常標準被害率
２ 収穫通常標準被害率・・・ｑ（②） （q）

共済目的の種類ごと、収穫共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区

域ごとに、各年の基礎被害率のうち収穫通常標準被害率（ｑ）以下の部分の被 ・算定式 p １ = 0.9q － 0.5
害率の平均値をｐ１とするとき、次の式が満足するように収穫通常標準被害率

を定める。 q － p １

・不足率の割合 = 0.25･･ⅰ）
ｐ１＝０ .９ｑ－０ .５ q

・不足率の水準 p １ = q － 1.0･･･ⅱ）

・２つの式のウェイト ⅰ）：ⅱ） = １：１

・２つの式の合成 ⅰ）式より

p １ = 0.75q
ⅱ）式より

+）p １ = q － 1.0
2p １ = 1.75q － 1.0

∴ p １ = 0.9q － 0.5
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３ 収穫共済掛金標準率 【収穫通常共済掛金標準率（Ｐ１）の算出方法】
（１）共済目的の種類ごと、収穫共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の

区域ごとに、各年の基礎被害率のうち、収穫通常標準被害率を超えないもの ・ Ｐ１（収穫通常共済掛金標準率）＝ｄ１ ＋ （安全率）
にあってはその被害率を、超えるものにあっては収穫通常標準被害率を用い

て平均値を算定し、その平均値に所要の安全率を付加したものを収穫通常共 （注） ｄ１ は、基礎被害率（ｄｈ）のうち、ｑを超えないものはその被害率、ｑを
済掛金標準率とする。→③ 超えるものにあっては、ｑを用いて算出した平均値。

Ｐ１ ｄ１ （安全率）は、将来の予測値の振れを統計論的に、一定程度の幅で勘案
したもの。

（２）共済目的の種類ごと、収穫共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の 【収穫異常共済掛金標準率（Ｐ２）の算出方法】

区域ごとに、各年の基礎被害率のうち、収穫通常標準被害率を超えるものの

その超える部分の率を用いて平均値を算定し、その平均値を収穫異常共済掛 ・ 組合等ごとに、各年の基礎被害率（ｄｈ）のうち収穫通常標準被害率（ｑ）を超える部

金標準率とする。→④ 分の率の平均値（ｄ２）から算定する。

ｄ２

Ｐ２ Ｐ２ （収穫異常共済掛金標準率）＝ ｄ２

（３）収穫通常共済掛金標準率と収穫異常共済掛金標準率との和を収穫共済掛金 【収穫共済掛金標準率（Ｐ）の算出】
標準率とする。→⑤

・ 組合等ごとに、算定した収穫通常共済掛金標準率と収穫異常共済掛金標準率を加算した
もの。

Ｐ＝Ｐ１ ＋ Ｐ２ ＝ ｄ１ ＋ ＋ ｄ２

【収穫基準共済掛金率（Ｐｉ）の算出方法について】

・ 上記で求めた収穫共済掛金標準率（Ｐ）について、品種・栽培方法別（以下「類区分」
という。）に定める必要があるため、共済金額により加重平均して「類区分」ごとの収穫
基準共済掛金率（Ｐｉ）を定める。→⑥ （注）Ｐｉの「ｉ」はｉ番目の類区分であることを示す。

（参考）「類区分」については、例えば次のようなものがある。
共済目的の種類 共済目的の種類 品種、栽培方法等に応じて定める区分及び各区分

等 に属する品種、栽培方法等

１類 早生うんしゅうの品種

うんしゅうみかん ２類 普通うんしゅうの品種

３類 主としてプラスチックフィルムが被覆材として使

用されている特定園芸施設を用い栽培する方法

１類 早生の品種

りんご ２類 中生の品種

３類 晩生の品種



- 3 -

第２ 樹体共済 【解 説】

１ 基礎被害率
共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごとに、直近２０年間の実績金額被害 【樹体通常標準被害率（ｑ）の算出方法】

率を基礎として、必要に応じ修正を行ったものを各年の基礎被害率とする。 ・共済団体（連合会及び組合等）の共済金支払責任額の上限を示すもの。

(１) 不足率の概念 ｑ (樹体通常標準被害率)
＜共済団体の支払責任額の上限＞

・ 「不足率」とは、右図のとお 不足率(= ｑ － ｐ１)
り、ｑとｑ以下の被害率の平均 被
値(ｐ１）の差で示される部分。

害
・ これは、仮に、ｑで共済金

（保険金）を支払う場合には、 率 ←ｐ１(ｑ以下の被害率の
共済団体段階で不足金が生じる 平均値(ｄ１)）
ことから、「不足率」と呼称。

Ａ組合

２ 樹体通常標準被害率 (２）算定式
共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごとに、各年の基礎被害率のうち樹体

通常標準被害率（ｑ）以下の部分の被害率の平均値をｐ１とするとき、次の式 ・ 不足率の「割合」及び「水準」から次式により算出。
が満足するように樹体通常標準被害率を定める。

樹体通常標準被害率
ｐ１＝０ .９ｑ－０ .５ （q）

・算定式 p １ = 0.9q － 0.5

q － p １

・不足率の割合 = 0.25･･ⅰ）
q

・不足率の水準 p １ = q － 1.0･･･ⅱ）

・２つの式のウェイト ⅰ）：ⅱ） = １：１

・２つの式の合成 ⅰ）式より

p １ = 0.75q
ⅱ）式より

+）p １ = q － 1.0
2p １ = 1.75q － 1.0

∴ p １ = 0.9q － 0.5
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【樹体通常共済掛金標準率（Ｐ１）の算出方法】
３ 樹体共済掛金標準率

（１）共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごとに、各年の基礎被害率のうち、 ・ Ｐ１（樹体通常共済掛金標準率）＝ｄ１ ＋ （安全率）
樹体通常標準被害率を超えないものにあってはその被害率を、超えるものに

あっては樹体通常標準被害率を用いて平均値を算定し、その平均値に所要の （注） ｄ１ は、基礎被害率（ｄｈ）のうち、ｑを超えないものはその被害率、ｑを
安全率を付加したものを樹体通常共済掛金標準率とする。 超えるものにあっては、ｑを用いて算出した平均値。

（安全率）は、将来の予測値の振れを統計論的に、一定程度の幅で勘案
したもの。

【樹体異常共済掛金標準率（Ｐ２）の算出方法】

（２）共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごとに、各年の基礎被害率のうち、 ・ 組合等ごとに、各年の基礎被害率（ｄｈ）のうち樹体通常標準被害率（ｑ）を超える部

樹体通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を用いて平均値を算 分の率の平均値（ｄ２）から算定する。
定し、その平均値を樹体異常共済掛金標準率とする。

Ｐ２ （樹体異常共済掛金標準率）＝ ｄ２

【樹体共済掛金標準率（Ｐ）の算出】

(３) 樹体通常共済掛金標準率と樹体異常共済掛金標準率との和を樹体共済掛金 ・ 組合等ごとに、算定した樹体通常共済掛金標準率と樹体異常共済掛金標準率を加算した
標準率とする。 もの。

Ｐ＝Ｐ１ ＋ Ｐ２ ＝ ｄ１ ＋ ＋ ｄ２

【樹体基準共済掛金率（Ｐｉ）の算出方法について】

・ 上記で求めた樹体共済掛金標準率（Ｐ）について、品種・栽培方法別（以下「類区分」
という。）に定める際には、共済金額により加重平均して「類区分」ごとの樹体基準共済
掛金率（Ｐｉ）を定める。なお、現在、「類区分」は設定されておらず、樹体共済掛金標準
率（Ｐ）と同一となる。 （注）Ｐｉの「ｉ」はｉ番目の類区分であることを示す。


